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平成31年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）その２ 

平成31年３月５日（火） 

      

（午前９時30分 開議） 

○議長（岡 弘悟君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（岡 弘悟君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（岡 弘悟君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において８番 阪本君、

18番 土井君の２名を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（岡 弘悟君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番７番、16番 岡本君。 

〔16番（岡本安弘君）登壇〕 

○16番（岡本安弘君）皆さま、おはようござ

います。議長のお許しをいただきましたので、

通告に従いまして一般質問を始めさせていた

だきます。 

 今回も、人に、景気に、まちの未来に真っ

すぐという私のモットーのもと進めさせてい

ただきます。 

 １項目めに、景気に真っすぐということで、

エシカル消費を通して地域活性化の取り組み

をについてであります。 

 国連において2015年に採択された持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）があります。2001年

に策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）

の後継として、2030年までに達成すべき国際

的な目標で、持続可能な世界を実現する17の

ゴール、169のターゲットから構成され、日本

のみならず世界各国で「誰一人取り残さない」

を合い言葉に、さまざまな分野で多様な取り

組みが行われています。 

 例えば、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ、食品ロ

ス削減などがあります。市の職員の皆さんも、

ＦＭはしもとと一緒にＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣ

Ｅ宣言をされており、環境に配慮する食品の

存在をアピールできており、良い取り組みだ

と思います。 

 また、昨年11月に橋本市消費生活センター

が、「橋本市消費者交流会、はしもとＣｏｎｓ

ｕｍｅｒ Ｍｅｅｔｉｎｇ！」を開催されま

した。サブテーマは、「エシカル消費を感じよ

う！」でしたが、私は当時、エシカル消費に

ついての知識はなく、誘われたから行ったに

すぎないのですが、そのとき招聘されていた

四国大学短期大学部教授、加渡先生の「はじ

めまして！エシカル消費」という講演を聞き、

まさに橋本市に取り込むべき考え方であると

強く感銘を受けました。 

 例えば、「賞味期限と消費期限の違いを知っ

て期限内に食べる」、「買い物をするときに、

食べ切れる量を考え無駄買いをしない」、「即

日食べる食品は期限の近いものを購入する」

などです。 

 そこで、お伺いします。 

 １、橋本市消費生活センターがエシカル消

費啓発に取り組む目的を教えてください。 

 ２、エシカル消費は人や社会、環境、地域

への配慮を伴う消費行動という間口の広い考

え方です。障がい者支援や地産地消、ごみの

減量化など、さまざまな施策に消費者目線と

してのエッセンスを加え事業実施することで、
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誰かのために、何かのために、地球のために

すべきことを実施する側、参加する市民の側

も考える良い機会になると思います。 

 他の自治体では消費者啓発としてではなく、

地域や実施事業を盛り上げるための地域活性

化企画として取り組んでいるところもありま

す。消費生活センターだけの取り組みでは限

界があり、地域経済の循環まで及びません。

多様性を認め、誰もが住みよいまちづくりを

めざす上でも、全庁的に取り組みを進めるこ

とで事業効果が向上すると考えますがいかが

ですか。 

 ３、「あなたの消費が世界の未来を変える」、

これが消費者庁がエシカル消費ＰＲに使って

いるキャッチフレーズです。全ての人が消費

者である以上、日々意識しながら消費行動を

する。つまりお金を使うことで社会をよくし

ていくことにつながるとともに、意識の高い

市民性の醸成につながると思います。 

 特に効果的なのは、次世代を担う子どもた

ちへのアプローチではないでしょうか。教育

効果の高い義務教育の現場で、エシカル消費

を含む消費者教育に積極的に取り組むお考え

は。 

 ２項目めに、人に真っすぐということで、

地域での助け合い・支え合いの充実と担い手

の育成についてであります。 

 我が国の少子高齢化は年々進んでおり、平

成30年版高齢社会白書によると、平成29年９

月現在、高齢化率は27.7％で、本市において

は30.5％となっています。さらに、団塊の世

代が75歳に到達する2025年には35.6％を超え

ると見込まれています。少子高齢化が進む中、

誰もが住み慣れた地域で最後まで暮らしてい

けるよう地域包括ケアシステムの構築が求め

られており、本市がめざす地域包括ケアシス

テムは、本人の周りに散歩や買い物中に声を

かけてくれる人、時々自宅を訪れてくれる人、

困ったときに助けてくれる人、また、医療・

介護など公的な制度が必要に応じて本人の生

活をカバーできる、そういった一人ひとりに

合った地域包括ケアシステムの実現をめざし

ています。 

 本市がめざす地域包括ケアシステム実現の

ためには、橋本市高齢者保健福祉計画及び介

護保険事業計画、第７期計画基本目標１、地

域包括ケアシステムの進化・推進の（２）地

域での助け合い・支え合いの充実と担い手の

育成が重要となってきます。 

 そんな中、健康福祉部では、いきいき長寿

課が中心となり、第１層協議体「たすけ愛は

しもと」が平成29年３月に設立、第２層協議

体を各地区10協議体の設立をめざし、現在９

協議体が設立されています。 

 そこで、お伺いいたします。 

 介護保険制度の中で、第２層協議体はどの

ような位置づけとなりますか。 

 また、第２層協議体の目的・設立経過及び

状況を説明してください。 

 また、今春４月施行のはぐくむ条例との関

連性についてお答えください。 

 三項目めに、まちの未来に真っすぐという

ことで、信太小学校の閉校と今後の施設利用

についてであります。 

 この３月で信太小学校は、新市発足後とし

ては初の小学校廃校となります。昨年12月に

開催された跡地利用の検討会には、校区内住

民の２割を超える参加者があり、地域が抱え

る過疎に対する危機意識の高さが伺えました。

地区区長から年始に、今後の施設利用に関す

る要望書が提出されていますが、閉校後の地

域づくりについて伺います。 

 １、閉校式・セレモニー等について。 

 ２、校区住民からの要望書に対しての今後

の対応について。 

 ３、市制前の旧村をもとにする生活圏域で、
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唯一無職員区域となるため、要望による地区

公民館の設置を検討してほしい。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。明確なご答弁、よろしくお願いいた

します。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君の質問項

目１、エシカル消費を通して地域活性化の取

り組みをに対する答弁を求めます。 

 市民生活部長事務取扱。 

  〔副市長（市民生活部長事務取扱） 

  （森川嘉久君）登壇〕 

○副市長（市民生活部長事務取扱）（森川嘉久

君）久々の壇上の答弁でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 エシカル消費を通して地域活性化の取り組

みをについてお答えします。 

 まず、一点目の橋本市消費生活センターが

エシカル消費啓発に取り組む目的ですが、消

費生活センターは消費者安全法に規定する消

費者被害の防止と消費者の安全を確保するた

めの機関として設置されています。また、平

成24年に施行された消費者教育の推進に関す

る法律には、消費者被害防止及び消費者の自

立支援のための消費者教育の推進が明記され

ています。 

 消費者教育とは、「消費者が個々の消費者の

特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつ

つ、自らのの消費生活に関する構造が現在及

び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢

及び地球環境に影響を及ぼし得るものである

ことを自覚して、公正かつ持続可能な社会の

形成に積極的に参画するためのものである」

とされています。 

 本市におきましては、消費者が積極的に社

会に参加する消費者市民社会の構築を推進す

る消費者教育の一つとして、人や社会、環境、

地域に配慮したものやサービスを選んで消費

するエシカル消費を市民の皆さんが実践され

るように啓発に取り組んでいるところです。 

 次に、二点目のエシカル消費について全庁

的に取り組むことで事業効果が向上するので

はとのおただしですが、国連では、2015年に

採択された持続可能な開発目標であるＳＤＧ

ｓやエシカル消費という言葉は一般的にはま

だなじみが薄く、内容を理解されている方が

少ないのが現実です。 

 消費者が日々の買い物を通して社会をよく

するというエシカル消費の理解者を１人でも

増やすために、市職員を含め、住民の方々へ

の啓発に取り組む必要があります。エシカル

消費という言葉を理解し、市民一人ひとりが

日々の構造につなげることで、橋本市にとど

まらず、私たちの暮らす社会をよりよくする

ことができると考えます。 

 議員おただしのとおり、消費生活センター

だけでの啓発事業には限界があります。例え

ば、ごみを分別することは環境を守る、給食

を残さず食べることは食品ロスを減らす、地

元のお店や商店街で買い物することは地域の

活性化につながるなどエシカル消費につなが

る行動をとれば、住みよいまちづくりにつな

がるといった啓発をより効果的に実施するこ

とは、消費生活センターだけでなく、多様な

担い手との連携が必要であります。 

 特に、若年者への消費者教育の推進強化は

重要であり、教育委員会、学校関係者と協力

連携しながら、より効果的な啓発事業の推進

に積極的に取り組んでまいります。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）三点目の教育効果の

高い義務教育の現場でエシカル消費を含む消

費者教育に積極的に取り組んでみてはとのお

ただしについてお答えします。 

 学習指導要領では、小学校については社会

科、家庭科において、中学校については社会
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科、技術・家庭科において、消費者教育に関

する内容が規定されています。 

 本市では、学習指導要領に規定された内容

に従い、小学校では社会科において、節水・

水の再生利用・ごみの削減・３Ｒ（Ｒｅｄｕ

ｃｅ、Ｒｅｕｓｅ、Ｒｅｃｙｃｌｅ）の意味

等を学習しています。 

 また、中学校では技術・家庭科において、

自分の家族の消費生活が環境に与える影響に

ついて考え、環境に配慮した消費生活につい

て工夫し、実践することを学習しています。 

 エシカル消費という言葉の認知度はまだ低

いですが、基本的な概念について学習してい

る状況です。 

 今後もＥＳＤ（持続可能な開発のための教

育）との連携を見据え、消費者の基本的な権

利と責任、及び自分と家族の消費生活が環境

や社会に及ぼす影響について理解を深め、消

費者教育の充実に努めていきます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君、再質問

ありますか。 

 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。この消費者教育の推進に関する法律

の中に、平成24年から施行されているわけな

んですけど、この中に、消費者教育は幼児期

から高齢期までの各段階に応じて体系的に行

われるとともに、年齢や障がいなど消費者の

特性や学校、地域、家庭、職場など、さまざ

まな場の特性に応じた適切な方法で効果的に

行わなければならないと明記されております。 

 本市での現状と今後の見通しについて、簡

潔にお答えください。 

○議長（岡 弘悟君）副市長（市民生活部長

事務取扱）。 

○副市長（市民生活部長事務取扱）（森川嘉久

君）消費者教育推進法に関しましては、議員

ご説明のとおりでございまして、橋本市にお

きましては、計画はちょっとできていないん

ですけども、消費者庁の消費者教育イメージ

マップ、あるいは、和歌山県は消費者教育推

進計画が策定されておりますので、それに基

づきまして、橋本市では特に消費者被害に遭

うリスクの高い高齢者とか障がい者を対象に

した出前講座、あるいは、先ほど言われまし

た各年齢層の特に若年者に対する、教育委員

会ともご協力をいただいて出前講座を実施し

ているところです。 

 ただ、学校を卒業した若者や成人の方々へ

のアプローチはまだまだできておりませんの

で、今後、その辺に関して中心に、出前講座

等で啓発に努めてまいりたいというふうに思

っておりますが、何分消費者生活センターの

マンパワーだけでは、これはできませんので、

学校関係者であるとかＮＰＯ、あるいは市民

のボランティアの方々にもご協力をいただい

て、できるだけその方々にも人材育成あるい

は資料提供ということで、ご協力をいただけ

るような体制を整えながら広げていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）副市長、ご答弁ありが

とうございます。 

 今後、学校を卒業した若年者や成人の方へ

のアプローチがまだできていないということ

で、各方面からアプローチをしていくという

ようなお答えをいただいたわけなんですけど、

昨年の消費者生活センターが実施しましたは

しもとＣｏｎｓｕｍｅｒ Ｍｅｅｔｉｎｇに

おきまして、行政やＮＰＯ、事業者、ボラン

ティアの参画なんかがありまして、私も参加

させていただいたんですけれども、残念なが

ら、学校等の教育分野からの参画というもの

がなかったように思います。 

 平成26年に作成された橋本市教育大綱に基

づき、持続可能な社会の担い手教育、先ほど
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教育長がご答弁いただきましたＥＳＤを実践

されている学校もあるということもお聞きし

ておるわけなんですけれども、どこでどのよ

うな取り組みをされているというのをなかな

か知る機会がございませんので、先生方のご

負担なんかもご心配なところであるわけなん

ですけれども、そういったところのイベント

等への参画というのは、広く市民の皆さんに

学校の活動というのも知っていただくような

いい機会であると思うんですけど、そのあた

りについてはいかがな考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。先ほ

ど答弁させていただきましたように、学習指

導要領に基づいた学習以外に、橋本市人権教

育の副読本で「しあわせ」という副読本があ

ります。これにつきましては、環境や人権や

平和、キャリア、防災、福祉、国際理解、ま

さにＥＳＤの詰まった副読本でございます。

これはしっかり今、取り組んでいただこうと

しています。 

 同時に、環境に基づく消費生活だけではな

くて、エシカル消費だけの問題ではなくて、

今キャッシュレスの時代がやって来ています。

また、成人年齢が18歳以下に引き下げられる

ということもあって、いわゆる金銭教育、こ

れも議員おただしのエシカル消費の大きな一

部を占めるんではないかと思っています。こ

の金銭教育につきましても、橋本市はかなり

力を入れて取り組ませていただいています。 

 また、消費者の啓発のポスター、これも２

回目になると思うんですけども、各ご家庭に

も配っていただいていますけども、これにも

取り組ませていただいていますし、８月17日

に教職員向けの消費者教育実践セミナーとい

うんか研修会も、消費生活センター主催で行

いました。また、子どもに向けて、８月26日

に消費者教育講座も行っています。取り組み

としてはさまざまな取り組みを行っています。

それに応じて、例えば、ホームページである

とか、各学校のホームページを見ていただい

たら、ＥＳＤの取り組みというのがかなり詳

細に出てまいります。また、ホームページ見

ていただいたらと思います。それから、学校

だよりにも、そういう取り組みについては公

民館報と一緒に配布させていただいていると

ころです。 

 ただ、橋本市のＣｏｎｓｕｍｅｒ Ｍｅｅ

ｔｉｎｇ、これ、11月に開催されました。議

員もご存じのとおり、11月というのは非常に

学校の行事が多くございます。伊都地方の総

合文化祭やその他たくさん地区公民館の行事

等、考えてみますと、この中で学校が出て発

表するというのはかなり困難かなと思います

けれども、このことについては各学校にまた

照会させていただいて、出演できるかどうか

検討していきたい。 

 ただ、先ほどもお話しさせていただきまし

たように、11月につきましては非常に行事が

多く、教職員のいわゆる勤務の多忙化もあり

ますし、ビルド・アンド・ビルドではなくて、

やっぱりスクラップするところも必要と思っ

ていますので、そこのところもご理解いただ

けたらと思っています。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。スケジュール的にもなかなか厳しい

ところでありますので、その辺はまた、でき

る限りそういうところにも参加していただけ

たらというふうなことで、調整なんかもして

いただけたらなというふうに思います。 

 次ですけれども、このエシカル消費という

のは、人に対する優しさであったり、愛を持

った消費行動を行うと、そういう理解がエシ

カル消費でありまして、この多様性を認め合

う市民生活の形成につながるのではないかと
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いうふうに考えるわけなんですけれども、こ

のＣｏｎｓｕｍｅｒ Ｍｅｅｔｉｎｇの中で

お話しいただきました阿波市の例ですけれど

も、ＮＰＯがエシカル消費とＣＳＲを生かし

まして、ファミサポの利用料をワンコインと

して子育てをしようとするような取り組みも

されていることもご紹介されておりました。 

 これを本市でもというわけではないんです

けど、このようないい取り組みもされている

ところのＮＰＯであったりとか事業者等と連

携して、このエシカル消費というのをいろん

な方面からアプローチしてはどうかなという

ふうに考えるわけなんですけれど、その辺は

いかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）副市長（市民生活部長

事務取扱）。 

○副市長（市民生活部長事務取扱）（森川嘉久

君）議員おっしゃるとおり、阿波市ではすば

らしい取り組みをされているようで、Ｃｏｎ

ｓｕｍｅｒ Ｍｅｅｔｉｎｇのときにご紹介

をいただいて、なかなかおもしろいことをや

っているなというふうに感じたわけでござい

ますけども、先ほども申し上げましたように、

まだそのエシカル消費自体の理解がかなり広

い層まで及んでいないという点がございます

ので、これが第一かなというふうに思うんで

すけども、それとともに、議員ご提案のよう

な形でＮＰＯであるとか地域であるとか、さ

まざまな立場の担い手の方がエシカル消費を

絡めた地域活動というようなことで、地域の

課題へのアプローチを絡めた形でやっていっ

ていただけるのは理想かなというふうに思い

ますので、そういう取り組みでご相談がござ

いましたら、先進地事例を紹介したり、情報

提供をしたり、そういう形でご協力をしなが

ら、そういうことをどんどん橋本市内でも進

めていけたらなというふうには思っておりま

す。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。ＳＤＧｓ、なかなか本市でも広がっ

ていないというところなんですけど、一部ち

ょっと表を。 

 エシカル消費がターゲットとして入ってお

りますのが目標12なんですけれども、つくる

責任、使う責任ということで、消費者生活セ

ンターがカレンダーとしてつくっておるわけ

なんですけれども、これをちょっと大きくし

たものがこれなんですけれども、この中に、

目標４に教育というのが位置づけられておる

わけなんですけども、先ほどからもご答弁い

ただいておりましたＥＳＤ教育、持続可能な

担い手づくりというような先ほども言ったこ

の目標の４の中に、ターゲット4.7ということ

で記載されておるわけなんですけれども。 

 この表の中でもう一つなんですけど、ＥＳ

Ｄで世界を変えるための17の目標ということ

で、ＳＤＧｓでこのＥＳＤ教育、質の高い教

育をみんなにということが一応中心に来てお

りまして、ＥＳＤは持続可能な社会の担い手

をづくりを通じて、17全ての目標の達成に貢

献するものでありますので、ＥＳＤをより一

層推進するということがＳＤＧｓの達成に直

接、また間接的につながっていくということ

でございます。 

 今、ＥＳＤなんかも各学校で取り組んでい

ただいておるわけなんですけども、エシカル

消費を含んだＳＧＤｓが挙げる17の目標をＥ

ＳＤの取り組みに取り入れていただいている

わけなんですけども、今後のＥＳＤの推進し

ていくべき姿であって、今、消費者教育の充

実に努めていくというふうなご答弁もいただ

いたわけなんですけども、しっかりと推進し

ていく必要がある。このＳＧＤｓを達成する

には、ＥＳＤ教育というのはかなり重要なと

ころであると思うので、その辺しっかりと推
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進していくべきであるというふうに考えるわ

けなんですけども、その辺はいかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）ＥＳＤ教育、先ほど

お話しさせていただきましたように、ＥＳＤ

って持続可能な開発的な教育ということにな

るんですけども、新しいものでは僕はないと

思っています。かつてから学習にしていたも

のであります。例えば、環境であるとか、人

権であるとか、平和であるとか、防災である

とか、福祉であるっていうふうなことを総合

的に進めていこうという教育がＥＳＤ教育で

す。 

 議員おただしのとおり、ＳＤＧｓは2015年、

国連サミットで採択されて、2016年から2030

年の間に169のターゲットと17のゴールとい

うことで目標を定められました。はっきりし

た目標が設定されたということです。 

 先ほどお話のあったように、目標４に位置

づけられているＥＳＤなんですけども、今回、

教育大綱、また、今回の文教厚生委員会でも

新しい教育大綱をお示ししますけども、その

中の大きな柱として、やはり持続可能な社会

の担い手を育む教育、いわゆるＥＳＤを推進

すると明記させていただいています。本市に

おきましても、学校教育のさまざまな機会を

通して、議員おただしのとおり、エシカル消

費、これについては環境面と、それから、先

ほどお話しさせていただきました金銭教育、

これは非常に今後大事な教育になってくると

思っています。こういう部分を含めたＥＳＤ

の推進をしてまいりますので、ご理解のほど、

よろしくお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

持続可能な担い手づくりというのは、子ども

たちのための今後のＳＤＧｓの達成には重要

なところでありますので、その辺また目標も

しっかりと持っていただいて、子どもたちの

教育にあたっていただけたらと思います。 

 １項目めは終わります。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、地

域での助け合い・支え合いの充実に対する答

弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）地域での助け

合い・支え合いの充実についてお答えします。 

 平成12年度に創設された介護保険制度は、

しばしば制度改正を繰り返してきましたが、

大きな制度改正は２度ありました。国の中に、

少子高齢化の進展に伴い、このままでは介護

保険制度が維持できないとの危機感があり、

平成18年度に介護保険制度の中に地域支援事

業を創設し、三つの柱として介護予防事業、

包括的支援事業、任意事業を設けました。主

な改正点は介護予防を重視することと、地域

包括支援センターを新設し、要支援の方のケ

アプラン作成や包括的な相談業務を担うこと

としたことです。 

 そして、平成27年度の制度改正では、要支

援者の訪問介護、通所介護を、介護予防給付

から切り離して、地域支援事業に含めるとと

もに、訪問型サービスと通所型サービスにボ

ランティア団体等が行う多様なサービスを設

けています。さらに、包括的支援事業を強化

し、新たに在宅医療・介護連携の推進、認知

症施策の推進、生活支援サービスの体制整備

の３項目を設けました。その中の生活支援サ

ービスの体制整備のメニューとして、第１層

協議体、そして議員おただしの第２層協議体

の設立及び生活支援コーディネーターの選任

が入っています。国としてもこれらの取り組

みを重視しており、事業が円滑に進むようそ

れぞれに補助制度を設けています。 

 この協議体というものは、定期的な地域情
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報の共有の場であり、地域の井戸端会議です。

いろいろな地域情報を話し合い、具体的な取

り組みを決定します。第１層協議体は橋本市

全域を対象とし、第２層協議体は日常生活圏

域ごとに設立しています。 

 設立経過については、平成28年１月に開催

した「生活支援サービスの体制整備について

の勉強会」が最初の取り組みでした。厚生労

働省加藤課長補佐、さわやか福祉財団丹常務

理事にご講演をいただき、市長、ボランティ

ア団体も参加したパネルトークで、300名を超

える参加者にこの取り組みについて最初の説

明を行いました。続いて、平成28年３月から

５月にかけて９回、ほぼ公民館単位で地域づ

くりに関する意見交換会を開催し、区長、民

生委員・児童委員、老人クラブ役員など250

名を超える方々と意見を交わしました。この

意見交換会でいただいた多くの意見がこの取

り組みのベースとなっています。 

 次に、平成28年12月から29年２月にかけて、

「これからの地域づくりを考える勉強会」を

３回開催しました。延べ250名を超える方々に

参加していただき、平成29年３月の第１層協

議体の設立につながりました。 

 さらに、第２層協議体設立の機運を盛り上

げるため、平成29年７月、さわやか福祉財団

堀田会長、そして市長もゲスト出演した、「み

んなで創ろう、たすけ愛はしもと」フォーラ

ムを開催し、300名を超える方々に参加してい

ただきました。 

 このフォーラムを受け、平成29年８月から

第２層協議体準備会を開催し、平成29年12月

に高野口地区で最初の第２層協議体が設立さ

れました。これを皮切りに、平成30年２月に

は信太地区・隅田地区、３月に橋本地区、５

月に恋野地区、６月に紀見北地区、７月に紀

見東地区、12月に学文路地区、平成31年２月

には山田地区で設立されています。合計９協

議体となり、生活コーディネーターも７協議

体で選任されています。ここまでこの取り組

みが進んだのは、地域の皆さまのご理解のお

かげであり、本当に感謝しています。 

 今後も地域の皆さま、第１層協議体のコー

ディネーターである橋本市社会福祉協議会と

ともに取り組んでいきたいと考えています。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）次に、この春

４月施行のはぐくむ条例との関連性について

お答えします。 

 橋本市の自治と協働をはぐくむ条例、通称

はぐくむ条例は、人口減少、少子高齢化が加

速する中、橋本市の将来のまちづくりの基本

理念と基本原則を明らかにし、市民と行政の

協働によるまちづくりの推進と、自立した地

域社会を創出していくこと、つまりは、地域

共生社会の実現をめざすことを目的に平成30

年９月議会での議決を経て、この４月１日か

ら施行されることになります。 

 一方、厚生労働省は2025年をめどに、重度

な要介護状態になっても住み慣れた地域で人

生の最後まで自分らしい暮らしを続けること

ができるよう住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムを構築することとしていますが、これ

についても地域共生社会の実現をめざす仕組

みであります。 

 はぐくむ条例第３条の基本理念には、「住

み慣れた地域で子どもから高齢者まで地域全

体で支え合いながら安心、安全な生活を送れ

るようなまちづくり」を進めることとしてい

ます。 

 16番議員には昨年９月の一般質問でもお答

えしましたが、これを実現するためには、そ

れぞれの地域を主体とした協働によるまちづ

くりが必要と考え取り組みを進めているとこ
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ろです。防災や防犯、子育てや高齢者の見守

り、困りごとに対する助け合い、健康づくり、

居場所づくり、地域交通、移動支援、買い物

支援、伝統文化の継承、人材確保など、地域

の課題はさまざまで、また、地域によってそ

の課題も違ってくるため、まず、地域の皆さ

んが地域課題を自主的に解決できる仕組みづ

くりを行政とともに考え、つくり上げていく

ことが必要と考えています。 

 その上で、はぐくむ条例第10条には、一定

のまとまりのある地域において、まちづくり

にかかわる組織として地域運営組織を設立す

ることができると規定しています。この地域

運営組織の詳細については、条例施行後３年

を超えない範囲で決めることになっているこ

とから、新年度早々に懇話会を設置すること

としています。現在、先行している生活支援

サービス体制、いわゆるたすけ愛はしもとと

の調整や位置づけについても検討してまいり

ますが、その際は、協議体の関係者の方にも

参画していただき、地域運営組織として一体

的に取り組むことができるよう、また、より

良い地域共生社会の実現に向け進めていきた

いと考えています。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君、再質問

ありますか。 

 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。平成31年２月現在で、第２層協議体

というのが合計９協議体設立されているとい

うことで、地域の井戸端会議の場であったり

とか、地域の情報交換や具体的な取り組みを

決定するというふうなご答弁をいただいたわ

けなんですけど、この第２層協議体の現状の

取り組みについてご説明いただけますか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。

早い時期に設立された協議体では、住民ニー

ズ調査が行われています。調査方法として、

アンケート調査を行ったところが、高野口地

区、信太地区、恋野地区です。高野口地区、

信太地区ではもう集計も完了しています。こ

の協議体の活動について地域の方々にお知ら

せすることも重要であり、そのアンケート結

果を区単位で回覧したり、印刷して地域に全

戸配布したりしている取り組みも進んでいま

す。 

 アンケート結果によって、高野口地区では、

まずごみ出しについてモデル地区を設定して

取り組んでいくことが決まっています。信太

地区では、見守り、ボランティア登録などに

ついて取り組んでいくことが決まっています。

また、橋本地区、紀見北地区でも、アンケー

ト実施について今検討を行っています。 

 一方、隅田地区では、グループワークを行

って地域のニーズを把握しています。６グル

ープに分かれて３回にわたり話し合いを行い、

買い物支援、通院支援について検討する予定

になっています。紀見東では、社会資源につ

いて検討しているところです。 

 最近設立された学文路地区と山田地区では、

規約を定めたり、世話役である生活支援コー

ディネーターを選出するための会議が今、進

んでいるところであります。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

アンケートを行っていただいてニーズ調査を

していただいているわけなんですけど、各地

域によっては今ご答弁いただきました買い物

支援であったり、通院支援であったりとか、

いろいろなニーズは各地区でかなり違うのか

なというふうに思っておりますし、今、高野

口地区でも信太地区でもごみ出しだったりと

か、見守りボランティアという地域性を考慮

したニーズに沿ってこういうことをしていこ
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うというふうにも今お話しいただいたわけな

んですけれども、この取り組みの到達点とい

うのはどのようにお考えになられております

か。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）先ほど説明し

ましたように、ボランティアの芽がだんだん

出てきていると思っています。介護保険制度

のすき間を埋める助け合いや、また、障がい

者支援、子育て支援を行うボランティア団体

が各地にできてくれば、それが一定の到達点

であると考えております。全体として少しず

つではありますが、着実に取り組みが進んで

いると考えています。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）その辺についてはよろ

しくお願いいたします。ボランティアの活動

にも芽が出てきているということであります

ので、お願いしておきます。 

 それでは、問３なんですけども、はぐくむ

条例について、平成30年の９月議会にて議決

されて、この４月１日から施行されるわけな

んですけれども、この条例制定後のはぐくむ

条例等の内容について、市民の皆さんにはど

のように周知されてきたのかお伺いいたしま

す。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）お答えいたし

ます。これまで、はぐくむ条例は、「広報は

しもと」に条例内容を掲載するとともに、啓

発用パンフレットの作成や出前講座やキック

オフフォーラムを実施するなど、昨年９月の

条例制定後も、市民の方々の声をお聞きする

機会を設け、条例の周知に努めてまいりまし

た。 

 具体的には、「広報はしもと」の昨年11月

号に特集を組みました。出前講座を昨年11月

から今年の２月末までの間、計10団体、約200

名の方に対して実施させていただきました。

キックオフフォーラムを今年の１月20日に開

催し、区自治会長さんもはじめ、約170名の方

に参加をいただきました。啓発用パンフレッ

トにつきましては、「広報はしもと」３月号

に特集号として折り込み、全戸配布してござ

います。 

 また、これらの取り組み以外に、はぐくむ

条例を応援してくださる方、協働のまちづく

りに積極的に参画していただける方に対し、

市から原則電子メールで情報を提供する、橋

本市の自治と協働をはぐくむサポーター登録

制度、こういったものも創設して、平成31年

３月１日時点で56名の方に登録をいただいて

おります。これらの取り組みは条例が施行さ

れた後も継続して行っていき、条例の周知に

努めていきたい、このように考えております。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

４月１日から施行されるということですので、

その辺、市民の皆さまにも必ずやっぱり知っ

ていただく必要があると思いますので、周知

のほうよろしくお願いいたします。 

 地域で支えるということで、今後予想され

ます超高齢化社会を見据えた取り組みとして

今進めていただいているわけなんですけども、

介護保険制度の先ほどご答弁いただきました

公的なサービスには限界があって、そのすき

間を埋めるというふうなご答弁をいただいた

わけなんですけれども、地域を支えていくに

はやっぱり共助の部分というのが大切であり

まして、そんな中、地域で支える仕組みづく

りというのは大切でありますので、各地区で

も今ご答弁いただきましたように、第２層協

議体というのが設立されておるわけなんです

けれども、また、その高齢者だけではなくて、

障がいを持たれている方であったりとか、子

どもたちをも支える事業ということで各担当
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課も行っていただいているわけなんですけれ

ども、この４月１日施行のはぐくむ条例を主

体として、各担当課でも連携していただいて、

部長ご答弁いただきました地域共生社会の実

現ということに向けて、しっかりとスクラム

を組んで取り組みを行っていただきたいなと

いうふうに思いますので、その辺は要望して

おきますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

 以上、２項目めを終わらせていただきます。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目３、信

太小学校の閉校と今後の施設利用に対する答

弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）信太小学校の閉校と

今後の施設利用についてお答えします。 

 最初に、信太小学校は、平成31年３月末を

もって長い伝統に幕をおろします。教育委員

会として、地域に支えられて歩んできた歴史

と、そして伝統、学びの精神は、今後の市の

教育に引き継いでいく所存です。 

 一点目の閉校式、セレモニー等についてお

答えします。 

 橋本市内小学校では、３月19日に卒業式が

挙行されますが、信太小学校については、３

月23日に卒業式を挙行し、その後、閉校式、

セレモニーを開催します。 

 閉校式は、信太小学校主催により正午から、

セレモニーについては、閉校式終了後に引き

続き信太地区区長会、信太小学校閉校プロジ

ェクト共催により会費制、立食パーティー方

式により開催されます。 

 次に、二点目の信太地区区長会から出され

た要望書に対しての今後の対応についてお答

えします。 

 要望書は、本年１月11日、信太地区区長会

から教育長宛てに提出されています。 

 この要望書は、昨年12月９日に信太地区区

長会が主催し、開催した信太地区住民話し合

い（熟議）において出された多数の意見を信

太地区区長会において集約し、十分な論議を

踏まえ提出された要望であると認識していま

す。 

 閉校となっても、信太地区の拠点として大

切な場所であることから、地域住民に寄り添

った対応が強く望まれているところです。 

 また、２月28日には、信太地区区長会と教

育委員会合同で、かつらぎ町天野地区の視察

研修を行いました。 

 この天野地区は、閉校となった天野小学校

を拠点に、天野里づくりの会が活動の中心と

なって、地域づくりを目的に先進的に取り組

まれています。視察後、信太小学校において、

その取り組みの感想などを踏まえ意見交換会

を開催しました。信太地区区長会からは、信

太小学校跡地利用についての具体的な要望の

趣旨について説明を受け、関係区長から多く

の意見を聞かせていただいたところです。 

 今月、３月28日には、信太地区区長会と市

長、教育長による懇談会を開催する予定にも

なっています。 

 次に、三点目の要望による地区公民館の設

置についてお答えします。 

 公民館については、文部科学省より、公民

館の設置及び運営に関する基準において、そ

の設置及び運営上必要な基準が示されていま

す。 

 この基準において、公民館活動の効果を高

めるため、人口密度、地形、交通条件、日常

生活圏、社会教育関係団体の活動状況等を勘

案して、公民館事業の主たる対象となる区域

を定めることとしています。 

 また、この区域の設定については、公民館

運営審議会を置く等の方法により、地域の実

情に応じ、地域住民の意向を適切に反映でき
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るよう努めることとされており、本市におい

ても、運営審議会において、市立公民館の地

区割りについて現在、見直しを検討している

ところです。 

 議員おただしの信太小学校の閉校に伴う地

区公民館の設置につきましては、現在の公民

館地区割りの現状も踏まえながら、要望全般

に対する校区住民との協議の中で検討を行っ

ていきたいと考えていますので、ご理解のほ

どよろしくお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。まず一点ちょっとお伺いしたいのが、

今、ご答弁いただきましたように、公民館の

地区割りについて審議をしておる。現在、見

直しも検討しているというふうなご答弁があ

ったんですけれど、現在の地区割りについて

はどういうふうになっておられますか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）橋本市は、基本的に

中学校区に一つという形で公民館を設置して

いますが、中学校の統廃合に伴って、旧中学

校区割りという形を原則としています。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）原則、旧中学校割りと

いうことで、その原則、中学校区割りなんで

すけど、中学校区に一つというのが原則だと

思うんですけど、その地区公民館が、原則、

中学校区に一つとなったのはいつごろのお話

なんですかね。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）これにつきましては、

昭和35年になるんですけども、今、文部科学

省なんですけども、当時、文部省という省名

でしたけども、「公民館の設置及び運営に関

する基準」の取扱についてという文書がござ

いまして、その中で、公民館の事業の主たる

対象となる区域については、一般的にいえば、

市にあっては中学校の通学区域という規定に

基づいて、市が中学校区に一つという方針で

建設をしてまいりました。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

都度審議会をされておるわけなんですけど、

その今、原則、中学校に一つということでご

答弁いただいているんですけど、それが昭和

35年という年月を考えると、もっと早くにこ

ういうのも変更していくべきであったのかな

と思うんですけど、先ほどもご答弁いただい

た12月に開催されました信太地区の熟議とい

うことで、私も参加させていただいたわけな

んですけど、その中でも廃校になる中学校と

いうところで、公民館的な使い方というふう

な意見を地区の住民の方からも多く聞かれま

したので、その辺について、今回また質問さ

せていただいたわけなんですけど、今後は見

直しを検討していくというふうなお話であり

ますけれども、昭和35年のことでありますし、

大分情勢も変わってきてございますし、今の

ままでいきますと、恋野や山田の学文路地区

公民館というのは、原則中学校に一つという

ようなところからも外れてくるというふうな

ことになってきますので、その辺もしっかり

検討をして見直しをしていくというふうなお

考えでございますか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）今、公民館の運営審

議会で、公民館の地区割り等について協議を

行っています。ただ、新しく増えた住宅地と

かそういうところを、どの公民館に入ってい

ただくかという地区割りの協議でございまし

て、新しい公民館をどこに建てるっていうか、

紀見地区公民館につきましては老朽化してお

りますので、議会でも答弁ありましたし、市

長も答弁していただいたとおりでございます。 

 ただ、新しい地域に公民館を建てるという
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ことは、今は考えておりません。公共施設等

につきまして、非常に整理をしていく段階で

あります。新しい公共施設をつくるというこ

とについては、市の状況の中でかなり困難か

なと私自身も把握していますし、今は整理の

時代ではないかなとある程度思っております。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

統廃合も今後進んでいく中で、新しく新設す

るというのはなかなか難しいなというふうに

は思うんですけれども、地元の声としてはそ

ういう形で、公民館という形でなくてでもい

ろんな人が行き来するようなというふうなお

話の中で、そういった使い方ができればとい

うことであると思うんですけど、先ほどもご

答弁いただきました２月28日に、信太地区区

長会と教育委員会と合同で、閉校となった天

野小学校というのを拠点に先進的な取り組み

をされているということで見学をされたとい

うふうなお話をいただいたんですけれども、

地元の区長さんにもお話を伺いますと、なか

なかすばらしい取り組みをされておったと。

内容まではちょっと割愛させていただきます

けど、そういうふうな取り組みをされておっ

たというふうなご意見をいただいているんで

すけど、教育長としての意見はどういうふう

な捉え方でしたか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）先ほどお話しさせて

いただきました住民の熟議の中で、要望書を

出されております。内容につきましては、公

民館分館、地域コミュニティセンター等の市

施設を基本として、地域活性化や地域住民の

交流を図る場としたい。これに加え、地区か

らの雇用を生み出しながら、自然体験、農業

体験、農産物販売等の複合施設として活用さ

せたい等の要望が出ておりました。市として

も、地域住民の方の考えに寄り添った対応を

していきたいと思っています。 

 今、天野小学校についての感想を求められ

たわけですけども、旧天野小学校になるんで

すが、信太地区の区長さん、役員さん10名、

それから、信太小学校長も含めて、市教育委

員会５名で参加させていただきました。元天

野小学校にある天野地域交流センターに視察

に行ってまいりました。 

 ここは、１階と３階が地域交流センターで、

管理委託を地域に任されていると。それから、

２階が簡易宿泊施設で、30人が宿泊できる施

設で指定管理されていると。私自身考えてお

りますのは、はぐくむ条例にもありますよう

に、天野はいわゆる過疎対策特別委員会とい

うのを天野の住民の方が自分たちでつくられ

てやっている。そして、管理委託も指定管理

も天野の地域の住民の方々が積極的に取り組

んでいる。それは天野のこの村をみんなでよ

くしていこうという気持ちからであるという

ふうに思いますし、そういうことが地域を活

性化していくんではないかなと思っています。 

 今後、そういう形で、天野の方々にご意見

いただいたことを、また信太の方々と意見交

流をしながら、互いに信太地域の活性化、ま

たコミュニティの充実に向けて取り組んでい

きたいなという思いを持っております。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

どういった形でかは、天野小学校の閉校と同

じような形でということもなかなか難しいの

かなというふうに思うんですけど、その辺は

しっかりと対話していただきたいなというふ

うに思うんですけど、今後、少子化によって、

小学校や中学校というのはどんどん減少して

いくような、減少していかざるを得ないとい

うふうには感じておるわけなんですけども、

橋本市でも中学校が１校というふうな時代が

来ないとも限りません。 
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 今後、公民館の役割というのも、生涯学習

の場だけではなくて、行政の役割を補完する

ような地域コミュニティの拠点であって、小

学校は特に地域の最後のともしびなわけであ

ります。廃校によって地域に市の有人施設が

なくなるということは、一層少子高齢化を加

速させることにもなりますので、公民館と流

用をというのは難しいかもわかりませんけど

も、今回、見学しましたこともしっかりと参

考にしながら、信太地区の方としっかりと対

話して、取り組んでいただきたいというふう

に考えますけどいかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）やっぱり地域の方々

の思いと行政の方向性もございます。しっか

り地域の方々のご意見を聞いて、地域の方々

も参画する中での信太小学校跡地利用、地域

に根差した跡地利用になるように取り組んで

いきたいと思っています。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

先ほども言いましたように、小学校がなくな

るというのは、すごく地域にとっても大きな

ことでありますので、その辺、地域の人とも

しっかりと対話をしていただいて、有効な活

用というのを行政とともに考えていけたらと

思っております。その辺もしっかり、地域の

住民との対話というのも大切にしていただい

て、今後の廃校の利用ということにしていた

だけたらと思いますので、要望してよろしく

お願いいたします。 

 以上、私の一般質問は終わらせていただき

ます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時29分 休憩） 

      

                                          

 


